
昭
和
七
年
の
六
月
十
九
日
、
こ
の
日
記
の
主
で
あ
る
森
本
州
平
は
誕
生
日
を
迎

え
て
い
た
。
明
治
二
十
八
年
、
長
野
県
下
伊
那
郡
山
本
村
の
竹
村
家
に
生
ま
れ
た

州
平
は
、
こ
の
と
き
満
四
十
七
歳
。
同
じ
く
下
伊
那
郡
松
尾
村
の
森
本
家
と
の
養

子
縁
組
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
既
に
三
十
七
年
の
月
日
が
流
れ
て
い
た
。
下
伊
那
郡

屈
指
の
名
家
で
あ
る
森
本
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
、
州
平
は
こ
の
間
、
松
尾
村
会
議

員
や
産
業
組
合
長
（
い
ず
れ
も
一
九
二
九
―
三
三
年
）
と
い
っ
た
村
の
要
職
を
歴

任
し
、
村
外
で
も
百
十
七
銀
行
常
務
取
締
役
（
一
九
二
八
―
三
三
年
）
や
南
信
新

聞
社
役
員
を
務
め
る
な
ど
、
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
一
方
で
州
平
は
大
正

末
期
か
ら
政
治
運
動
に
関
わ
り
、
昭
和
六
年
八
月
に
は
国
家
社
会
主
義
政
党
・
愛

国
勤
労
党
の
支
部
結
成
に
立
ち
会
っ
て
い
た
。
こ
の
の
ち
、
特
に
満
州
事
変
以
降

は
政
治
運
動
か
ら
手
を
引
く
こ
と
に
な
る
。
昭
和
八
年
に
父
勝
太
郎
が
亡
く
な
る

と
州
平
は
村
の
役
職
か
ら
も
遠
ざ
か
り
、
次
第
に
農
業
経
営
に
専
念
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
肩
書
か
ら
見
れ
ば
、
戦
後
に
農
地
被
買
収
者
同
盟
の
下
伊
那
地
方
支
部

長
を
務
め
た
の
が
目
に
つ
く
に
過
ぎ
な
い
。
昭
和
四
十
六
年
、
州
平
は
八
十
七
歳

で
亡
く
な
っ
た
。

州
平
の
死
か
ら
五
年
ほ
ど
後
の
こ
と
、
三
十
歳
に
な
ろ
う
か
と
い
う
青
年
が
森

本
家
を
訪
れ
、
州
平
の
日
記
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
名
を
須
崎
愼
一
（
現
神

戸
大
学
名
誉
教
授
）
と
い
い
、
の
ち
に
下
伊
那
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
研

究
を
発
表
す
る
傍
ら
、
森
本
州
平
日
記
の
翻
刻
を
大
学
紀
要
に
掲
載
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
の
仕
事
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
は
本
誌
が
森
本
州
平

日
記
の
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
（
一
）。
本
号
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
昭
和
七
年
四
月
か
ら

六
月
ま
で
の
三
か
月
分
で
あ
る
。

三
か
月
分
と
は
い
え
克
明
に
記
さ
れ
た
州
平
の
日
記
を
理
解
す
る
の
は
、
あ
る

い
は
三
か
月
分
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
解
題
と
称
す
る
こ

の
小
稿
は
そ
こ
で
、
日
記
に
記
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と

思
う
。

【
一
】
百
十
七
銀
行

森
本
州
平
の
日
記
は
、
そ
の
記
述
の
多
く
を
百
十
七
銀
行
と
産
業
組
合
で
の
業

務
の
こ
と
に
割
い
て
い
る
。
ま
ず
は
銀
行
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
四

解
題

塚

原

浩
太
郎

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
三
号

二
〇
一
九
年
三
月
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月
十
四
日
条
が
そ
の
導
き
の
糸
と
な
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
日
州
平
は
支
店
検
査
を
行
う
た
め
上
伊
那
郡
の
宮
田
へ
と
向
か
っ
た
。
検

査
の
最
中
、
伊
那
委
託
倉
庫
か
ら
二
人
の
来
客
が
あ
り
、
銀
行
の
担
保
が
無
く

な
っ
た
こ
と
の
釈
明
を
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
聞
け
ば
繭
四
百
七
十
石
相
当
の
担

保
品
を
「
皆
他
へ
搬
出
」（
四
月
十
五
日
条
）
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に

伊
那
電
（
伊
那
電
気
鉄
道
）
か
ら
も
来
客
が
あ
り
、「
銀
行
の
預
金
を
八
掛
に
て

売
り
相
殺
し
た
し
」
と
の
提
案
を
申
し
入
れ
て
き
た
。
こ
の
日
の
背
景
を
追
っ
て

み
よ
う
。

伊
那
委
託
倉
庫
は
上
伊
那
郡
伊
那
町
に
あ
っ
た
農
業
倉
庫
で
、
大
正
九
年
に
創

立
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
倉
庫
で
あ
る
。
収
容
能
力
一
万
二
千
石
、
昭
和
七
年
当

時
上
伊
那
郡
下
で
は
二
番
目
に
大
き
な
倉
庫
だ
っ
た
（
二
）。
伊
那
委
託
倉
庫
は
州
平
の

日
記
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
お
り
、
問
題
の
発
生
す
る
つ
い
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
も

検
分
に
訪
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
は
生
糸
千
五
百
斤
、
繭
五
十
石

ほ
ど
が
確
か
に
在
庫
し
て
い
た
と
い
う
（
三
）。
喪
失
し
た
担
保
品
の
補
償
に
つ
い
て
伊

那
委
託
倉
庫
か
ら
は
、
株
式
の
払
い
込
み
を
充
て
る
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
当

初
か
ら
「
依
託
の
問
題
は
強
硬
に
当
る
べ
し
」
と
決
め
て
い
た
州
平
は
伊
那
委
託

倉
庫
か
ら
の
申
し
出
を
は
ね
つ
け
、
裁
判
を
起
こ
す
に
至
っ
た
（
五
月
十
八
日

条
）。
生
糸
価
格
の
惨
落
し
た
こ
の
時
期
に
伊
那
委
託
倉
庫
は
な
ぜ
ど
こ
へ
生
糸

を
搬
出
し
た
の
か
、
そ
の
真
相
は
分
か
ら
な
い
。
一
年
ほ
ど
後
に
伊
那
委
託
倉
庫

は
倉
庫
業
を
廃
し
た
よ
う
で
あ
る
（
四
）。

も
う
一
つ
の
伊
那
電
気
鉄
道
は
、
明
治
四
十
年
に
設
立
さ
れ
、
伊
那
谷
を
通
る

鉄
道
敷
設
を
進
め
て
い
た
鉄
道
会
社
だ
っ
た
。
昭
和
二
年
に
は
辰
野
―
天
竜
峡
間

を
開
通
さ
せ
た
が
、
不
況
の
影
響
で
経
営
状
態
は
芳
し
く
な
く
、
昭
和
六
年
上
半

期
よ
り
無
配
当
に
陥
っ
て
い
た
（
五
）。
預
金
を
八
掛
け
で
「
相
殺
」
し
た
い
と
い
う
伊

那
電
側
か
ら
の
申
し
出
に
対
し
、
州
平
は
「
伊
那
電
が
預
金
を
売
る
が
如
き
事
は

従
来
の
密
接
な
る
関
係
を
以
て
見
る
も
差
ひ
か
へ
ら
れ
た
き
旨
」
を
言
い
渡
し
た

（
四
月
十
五
日
条
）。
百
十
七
銀
行
と
伊
那
電
の
間
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
記
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
百
十
七
銀
行
が
支
払
い
猶
予
を
決
行
し
た
昭

和
六
年
の
総
括
に
、
伊
那
電
の
名
が
登
場
す
る
。
州
平
に
よ
れ
ば
、
十
一
月
二
十

四
日
に
銀
行
が
支
払
い
猶
予
に
立
ち
至
っ
た
原
因
は
「
蚕
糸
の
不
況
」
に
加
え
て
、

「
伊
那
電
の
影
響
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
（
六
）。
こ
の
時
伊
那
電
で
は
取
締
役
で
あ
る

伊
原
五
郎
兵
衛
が
「
畢
世
の
事
業
」
と
し
て
三
信
鉄
道
の
建
設
に
取
り
組
ん
で
い

た
。
し
か
し
不
況
の
た
め
に
工
事
は
滞
り
、
伊
原
本
人
も
病
の
た
め
職
を
退
く
こ

と
に
な
っ
て
い
た
（
七
）。
伊
原
五
郎
兵
衛
は
ま
た
、
百
十
七
銀
行
の
取
締
役
で
も
あ
っ

た
。
伊
原
の
兼
務
の
結
果
だ
ろ
う
か
、
百
十
七
銀
行
か
ら
伊
那
電
に
対
し
て
は

様
々
な
資
金
が
渡
っ
て
い
た
。
一
つ
噂
話
を
引
い
て
み
よ
う
。
昭
和
五
年
に
信
濃

銀
行
が
支
払
い
猶
予
を
行
う
と
、
百
十
七
銀
行
に
対
す
る
悪
評
も
相
次
い
で
流
れ

た
。
そ
の
中
に
は
「
伊
那
電
会
社
の
窮
状
―
伊
原
に
百
万
円
貸
、
伊
那
電
株
に
投

資
し
た
る
こ
と
」
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
（
八
）。
金
額
の
多
寡
は
措
く
と
し
て
も
、
州

平
の
日
記
に
は
確
か
に
銀
行
か
ら
伊
那
電
幹
部
へ
融
資
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
（
九
）。
さ
ら
に
百
十
七
銀
行
は
伊
那
電
株
を
最
大
で
二
千
二
百
株
ほ
ど

（
お
よ
そ
十
一
万
円
相
当
）
保
有
し
て
い
た
（
一
〇
）。
両
社
が
深
い
資
金
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

百
十
七
銀
行
は
こ
う
し
た
資
金
関
係
の
解
消
に
努
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
百

十
七
銀
行
は
支
払
い
猶
予
を
実
行
し
た
昭
和
六
年
下
半
期
以
後
、
伊
那
電
株
の
売

却
を
進
め
て
い
る
。
昭
和
六
年
下
半
期
に
保
有
株
数
を
千
二
百
株
へ
と
減
ら
し
、

昭
和
七
年
上
半
期
に
は
零
と
し
て
い
た
（
一
一
）。
こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
に
伊
那
電
側
か

ら
の
「
相
殺
」
の
提
案
と
は
、
資
金
関
係
の
解
消
の
際
に
銀
行
の
預
金
を
売
っ
て

対
処
し
た
い
と
の
趣
旨
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
州
平
は
、
本
来
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「
預
金
に
対
し
伊
那
電
株
を
渡
す
事
」
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
そ
れ
に
従
っ
て

ほ
し
い
と
主
張
し
、
そ
の
場
は
収
ま
る
こ
と
に
な
る
（
四
月
十
五
日
条
）。

四
月
十
四
日
条
の
背
景
を
追
う
と
、
百
十
七
銀
行
で
は
支
払
い
猶
予
後
の
再
建

が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
州
平
は
伊
那
電
関
係
の
他
に
も
「
上

伊
那
地
方
へ
支
店
を
徒
に
多
く
出
し
過
き
た
る
事
」
を
問
題
視
し
て
い
た
か
ら
、

上
伊
那
郡
で
の
支
店
廃
合
も
並
行
し
て
行
っ
て
い
た
（
一
二
）。
上
伊
那
郡
に
八
つ
あ
っ
た

支
店
の
う
ち
、
宮
田
・
中
沢
・
片
桐
の
三
支
店
は
既
に
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
た
（
七
月
二
十
三
日
付
で
廃
止
）

（
一
三
）。
そ
の
一
方
で
、
存
続
す
る
支
店
で

も
「
大
口
に
難
問
題
の
も
の
」（
四
月
十
六
日
条
）
は
散
見
さ
れ
た
。
伊
那
委
託

倉
庫
の
一
件
も
頭
を
よ
ぎ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
州
平
は
担
保
調
査
へ
の
考
え
を
改
め

て
い
る
。
六
月
三
日
に
は
、
今
ま
で
調
査
課
は
「
現
業
の
相
手
」
を
し
て
事
足
れ

り
と
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
担
保
品
の
調
査
を
通
し
て
「
預
金
者
の
信
用
及
社
界

〔
会
〕
一
般
の
信
用
状
態
を
調
査
す
る
の
が
調
査
課
の
役
目
て
あ
る
。
之
に
気
か

付
い
た
」
と
書
き
つ
け
た
。
支
払
い
猶
予
の
後
処
理
と
信
用
調
査
と
が
、
百
十
七

銀
行
で
の
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

【
二
】
松
尾
組
合

次
い
で
産
業
組
合
の
様
子
を
見
る
た
め
に
、
五
月
二
十
三
日
条
に
手
を
つ
け
て

み
よ
う
。
二
十
三
日
は
午
後
か
ら
組
合
役
員
会
が
開
か
れ
て
お
り
、「
昭
和
六
年

度
製
糸
部
決
算
」「
奨
励
品
種
無
代
配
布
」「
伊
那
社
問
題
」
が
議
論
さ
れ
た
。
三

つ
は
手
に
余
る
。
差
し
当
た
っ
て
伊
那
社
問
題
を
考
え
た
い
。

伊
那
社
と
は
下
伊
那
郡
生
糸
販
売
組
合
連
合
会
伊
那
社
の
こ
と
で
あ
り
、
下
伊

那
郡
の
産
業
組
合
が
生
糸
の
共
同
販
売
を
行
う
た
め
大
正
九
年
に
設
立
し
た
組
織

で
あ
る
（
一
四
）。
当
時
伊
那
社
も
や
は
り
、
恐
慌
の
影
響
で
経
営
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
。

と
は
い
え
こ
の
五
月
二
十
三
日
条
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
の
き
っ
か
け
は

伊
那
社
の
出
荷
先
（
湧
川
商
店
）
が
経
営
破
綻
し
た
こ
と
に
あ
る
。
破
綻
に
よ
り

伊
那
社
が
回
収
で
き
な
か
っ
た
五
万
円
は
、
一
時
日
本
蚕
糸
会
社
（
日
蚕
会
社
）

が
負
担
し
て
い
た
（
一
五
）。
州
平
ら
伊
那
社
幹
部
は
こ
の
未
回
収
金
五
万
円
を
長
野
県
か

ら
の
特
別
融
資
に
よ
っ
て
賄
お
う
と
し
た
が
、
県
は
伊
那
社
内
の
積
立
金
か
ら
補

填
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
一
六
）。
結
局
、
伊
那
社
が
積
立
金
か
ら
三
万
円
を
拠
出
す
る

一
方
で
、
残
金
二
万
円
は
県
の
斡
旋
に
よ
り
糸
聯
（
大
日
本
生
糸
販
売
聯
合
会
、

販
売
組
合
の
全
国
団
体
）
が
負
担
し
、
負
担
額
は
伊
那
社
傘
下
組
合
が
二
年
間
糸

聯
へ
生
糸
を
出
荷
し
て
償
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
一
七
）。
も
う
一
点
、
伊
那
社
の
内
部

組
織
に
つ
い
て
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
州
平
曰
く
、
伊
那
社
に
は
「
内
部
関
係
に

於
て
は
聯
合
会
（
指
導
、
研
究
調
査
機
関
）
と
出
荷
事
業
と
分
離
し
居
り
、
会
計

も
確
然
分
離
し
居
れ
り
」
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
（
一
八
）。
下
伊
那
郡
下
の
組
合
に
対
し

て
指
導
し
た
り
調
査
し
た
り
す
る
伊
那
社
と
、
共
同
出
荷
を
担
う
伊
那
社
は
分
離

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
松
尾
組
合
の
よ
う
に
連
合
会
に
参
加
し

て
い
て
も
伊
那
社
を
介
さ
ず
出
荷
す
る
組
合
が
あ
っ
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
松
尾
組
合
と
し
て
は
、
伊
那
社
の
共
同
出
荷
に
関
わ
る
損
失
を
連
合
会
と
し
て

の
積
立
金
よ
り
補
填
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

共
同
出
荷
の
こ
と
は
共
同
出
荷
組
合
の
責
任
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
松
尾

組
合
は
糸
聯
へ
の
出
荷
に
も
関
わ
ら
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
松
尾
組
合
は
、

と
い
う
よ
り
共
同
出
荷
に
携
わ
ら
な
い
組
合
は
、
規
模
が
大
き
く
単
独
で
も
経
営

可
能
な
組
合
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
一
九
）。
し
か
し
そ
う
な
る
と
中
小
規
模
の
組
合

の
み
が
糸
聯
に
出
荷
す
る
ば
か
り
で
、
明
ら
か
に
共
同
出
荷
の
実
は
あ
が
ら
な
い
。

そ
こ
で
県
は
、
松
尾
組
合
な
ど
に
「
金
融
の
暗
に
封
鎖
を
ホ
ノ
メ
カ
シ
」
た
上
で

糸
聯
へ
の
出
荷
を
要
請
し
た
（
六
月
十
八
日
条
）

（
二
〇
）。
こ
の
一
言
は
効
い
た
。「
各
組

合
は
資
金
関
係
等
を
恐
れ
て
一
部
出
荷
す
る
事
に
大
体
意
見
ま
と
ま
り
た
る
」

（
六
月
二
十
日
条
）
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
あ
ま
り
針
小
棒
大
に
事
を
見
な
い
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方
が
良
い
。
松
尾
組
合
が
昭
和
七
年
に
糸
聯
へ
出
荷
し
た
生
糸
の
量
は
実
に
十
俵

で
あ
る
。
仮
に
一
俵
六
十
キ
ロ
あ
っ
た
と
し
て
も
、
出
荷
量
は
組
合
の
生
産
高
六

千
三
百
貫
余
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
二
一
）。
少
な
く
と
も

昭
和
七
年
に
お
い
て
、
松
尾
組
合
が
と
っ
た
糸
聯
へ
の
対
応
の
仕
方
は
、
伊
那
社

へ
の
対
し
方
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

糸
聯
へ
の
出
荷
額
が
寡
少
に
と
ど
ま
っ
た
理
由
は
、
伊
那
社
時
代
と
同
じ
く
各

組
合
の
生
糸
品
質
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
伊
那
社
役
員
で
も
あ
っ

た
州
平
は
そ
の
た
め
、
伊
那
社
が
販
売
だ
け
で
な
く
生
産
の
統
制
も
進
め
る
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て
い
た
（
二
二
）。
だ
が
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
組
合

間
の
品
質
統
一
の
た
め
に
は
個
々
の
組
合
内
で
の
品
質
統
一
が
必
要
だ
が
、
日
記

か
ら
は
松
尾
村
で
の
品
質
統
一
す
ら
難
航
し
て
い
た
こ
と
が
透
け
て
見
え
る
。
松

尾
組
合
は
こ
の
時
期
、
松
尾
蚕
種
統
一
社
（
統
一
社
）
と
い
う
業
者
に
蚕
種
製
造

を
依
託
し
、
得
ら
れ
た
蚕
種
を
無
償
配
布
す
る
こ
と
で
製
品
統
一
に
取
り
組
ん
で

い
た
。
五
月
二
十
三
日
の
役
員
会
で
議
題
と
な
っ
た
「
奨
励
品
種
無
代
配
布
」
は

こ
れ
に
当
た
る
。
と
こ
ろ
が
松
尾
組
合
が
特
定
の
蚕
種
業
者
に
肩
入
れ
す
る
こ
と

に
対
し
て
、「
統
一
社
に
製
造
を
依
託
す
る
は
余
り
に
之
を
庇
護
に
陥
る
の
弊
あ

り
」
と
か
「
品
種
統
一
の
美
名
に
か
く
れ
て
或
は
ほ
か
の
製
造
業
者
を
圧
迫
す
る

結
果
に
な
ら
ん
」（
五
月
二
十
六
日
条
）
と
い
っ
た
批
判
が
あ
が
っ
た
。
下
伊
那

郡
で
品
質
が
統
一
さ
れ
る
た
め
に
は
今
し
ば
ら
く
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

五
月
二
十
三
日
の
役
員
会
で
挙
が
っ
た
三
つ
目
の
話
題
は
、
組
合
製
糸
部
の
上

半
期
決
算
の
こ
と
だ
っ
た
。
昭
和
七
年
上
半
期
決
算
は
資
金
調
達
に
難
航
し
、
最

終
的
に
は
信
聯
（
長
野
県
信
用
組
合
聯
合
会
）
か
ら
一
万
円
を
借
り
受
け
る
こ
と

で
落
着
し
た
（
六
月
二
日
条
）。
だ
が
数
日
前
ま
で
信
聯
の
雲
行
き
は
怪
し
く
、

「
松
尾
の
組
合
は
危
い
か
ら
資
金
は
出
せ
な
い
」
と
告
げ
ら
れ
て
い
た
（
五
月
三

十
日
条
）。
県
下
組
合
が
ど
こ
も
不
況
に
苦
し
む
中
で
、
と
り
わ
け
松
尾
組
合
が

「
危
い
」
と
さ
れ
た
の
は
故
無
き
こ
と
で
は
な
い
。
百
十
七
銀
行
が
支
払
い
猶
予

を
実
行
し
た
の
ち
、
州
平
の
日
記
に
は
「
百
十
七
Ｂ
―
産
業
組
合
、
相
次
て
種
々

の
評
判
出
て
、
予
の
一
身
上
に
対
す
る
攻
撃
も
あ
り
し
な
る
べ
し
」
と
い
っ
た
書

き
込
み
が
見
ら
れ
た
（
二
三
）。
事
実
松
尾
組
合
は
百
十
七
銀
行
と
共
に
支
払
い
猶
予
の
危

機
に
追
い
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
を
、
農
山
漁
村
低
利
融
資
金
に
よ
っ
て
何
と
か
乗
り

切
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
（
二
四
）。
百
十
七
銀
行
支
払
い
猶
予
の
余
波
は
松
尾
組
合
に
及
び
、

組
合
の
資
金
調
達
を
妨
げ
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。

【
三
】
大
森
本
家

さ
て
銀
行
、
組
合
と
も
に
激
動
期
を
迎
え
る
中
で
、
森
本
家
を
め
ぐ
る
状
況
も

微
妙
な
変
化
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
感
じ
取
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
は

「
下
椀
屋
東
の
道
」
を
め
ぐ
る
騒
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

事
の
発
端
は
五
月
五
日
に
起
き
て
い
る
。
中
島
の
与
一
郎
（
今
村
与
一
郎
）
が

出
勤
前
の
森
本
に
声
を
か
け
、「
下
椀
屋
東
側
の
道
路
を
取
広
め
て
旧
道
の
接
続

線
と
せ
ん
」
と
申
し
出
て
き
た
。
こ
の
と
き
下
椀
屋
周
辺
で
は
新
道
建
設
が
進
め

ら
れ
て
い
た
。
当
初
は
「
下
椀
屋
の
南
を
経
て
集
会
所
へ
参
る
道
を
作
る
」
た
め

に
旧
道
は
廃
止
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
（
五
月
八
日
条
）。
と
こ

ろ
が
こ
の
日
の
与
一
郎
の
申
し
出
で
は
、
森
本
家
所
有
の
土
地
に
ま
で
道
を
拡
げ

て
旧
道
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
見
れ
ば
既
に
工
事
に
も
取
り
掛
か
っ

て
い
た
。
州
平
に
も
、
ま
た
父
の
勝
太
郎
に
も
寝
耳
に
水
の
話
で
あ
る
。「
今
迄

殆
ん
と
自
分
の
掌
中
に
在
る
か
如
く
仕
事
を
な
し
」
て
来
た
勝
太
郎
は
「
元
老
に

話
か
な
い
」
と
烈
火
の
如
く
怒
っ
た
（
五
月
十
七
日
条
）。
結
局
、
勝
太
郎
が
折

れ
て
「
何
と
か
し
て
下
椀
屋
南
に
道
路
を
付
け
る
様
試
む
べ
し
」
と
与
一
郎
ら
に

告
げ
て
事
態
は
収
束
し
た
（
五
月
十
九
日
条
）。

森
本
家
の
承
諾
を
得
ぬ
ま
ま
工
事
を
進
め
た
の
は
、
直
接
的
に
は
耕
地
整
理
委
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員
の
今
村
与
一
郎
と
丸
山
泰
治
だ
っ
た
が
、
州
平
も
勝
太
郎
も
そ
の
背
後
に
森
本

猪
佐
雄
の
影
を
見
て
い
た
。
州
平
は
事
の
始
ま
り
か
ら
「
猪
佐
雄
の
手
先
と
な
り

て
彼
等
が
惣
代
を
つ
と
め
る
事
に
付
皮
言
を
な
ら
へ
て
」
い
た
し
、
勝
太
郎
は
こ

の
一
件
が
「
皆
猪
佐
雄
の
指
金
て
あ
る
」
と
聞
い
て
憎
悪
の
念
を
た
ぎ
ら
せ
た

（
五
月
七
日
、
五
月
十
五
日
条
）。
そ
も
そ
も
今
村
与
一
郎
と
丸
山
泰
治
が
一
月
の

耕
地
委
員
選
挙
で
当
選
し
た
の
も
、
猪
佐
雄
の
働
き
か
け
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で

あ
っ
た
（
二
五
）。
森
本
猪
佐
雄
は
大
森
本
家
（
勝
太
郎
―
州
平
の
家
）
の
隣
に
住
む
親
類

で
、
昭
和
十
一
年
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
（
二
六
）。
猪
佐
雄
は
昭
和
六
年
ま
で
大
森
本
家

へ
毎
年
年
賀
に
訪
れ
て
お
り
、
州
平
と
も
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
よ
う
に
見

え
る
。
猪
佐
雄
と
州
平
の
齟
齬
が
日
記
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
六

年
の
十
月
一
日
、
何
某
の
家
政
整
理
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
と
き

州
平
は
猪
佐
雄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
彼
が
吾
に
対
し
て
と
れ

る
態
度
不
忠
な
り
。
今
回
の
吉
川
県
議
に
際
し
て
も
同
様
な
る
態
度
な
り
」

（
二
七
）。「
不

忠
」
と
さ
れ
た
猪
佐
雄
の
態
度
は
家
政
整
理
問
題
に
先
立
つ
県
議
選
以
来
の
も
の

だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
県
議
選
に
お
い
て
州
平
と
猪
佐
雄
と
の
間
に
何
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

昭
和
六
年
九
月
に
行
わ
れ
た
長
野
県
会
議
員
選
挙
で
は
定
数
五
人
の
下
伊
那
郡

か
ら
七
人
が
立
候
補
し
て
い
た
。
州
平
の
住
む
松
尾
村
か
ら
は
村
長
の
吉
川
亮
夫

が
、
ま
た
州
平
が
関
わ
る
愛
国
勤
労
党
か
ら
は
中
原
謹
司
が
立
候
補
し
て
い
た
。

地
元
候
補
と
世
話
を
焼
い
た
政
党
か
ら
の
立
候
補
者
と
、
二
人
を
後
援
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
州
平
の
立
場
は
複
雑
だ
っ
た
。
結
局
州
平
は
双
方
の
擁
立
運
動
に
与

す
る
と
い
う
途
を
選
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
結
果
松
尾
村
で
は
、
地
元
候
補
に
本
命

を
か
け
な
か
っ
た
州
平
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
二
八
）。

そ
こ
へ
現
れ
た
の
が
森
本
猪
佐
雄
で
あ
る
。
選
挙
終
盤
に
猪
佐
雄
は
松
尾
組
合
か

ら
千
五
百
円
を
借
り
受
け
、
吉
川
亮
夫
の
選
挙
運
動
資
金
と
し
て
提
供
し
た
と
い

う
。
沈
滞
し
て
い
た
吉
川
陣
営
は
そ
れ
よ
り
「
気
勢
が
揚
つ
た
」
と
州
平
は
伝
え

聞
い
て
い
る
（
二
九
）。
無
事
吉
川
亮
夫
は
当
選
を
飾
っ
た
。
こ
の
一
連
の
経
緯
を
州
平
は

猪
佐
雄
の
「
不
忠
」
と
見
た
。
そ
れ
は
州
平
の
立
場
を
知
り
な
が
ら
地
元
候
補
当

選
の
功
労
者
と
な
っ
た
猪
佐
雄
に
対
す
る
不
信
感
の
表
れ
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

州
平
の
不
満
は
募
れ
ど
も
松
尾
村
内
で
の
猪
佐
雄
の
地
位
は
着
々
と
上
が
り
つ

つ
あ
っ
た
。
昭
和
七
年
一
月
の
耕
地
整
理
委
員
選
挙
で
は
猪
佐
雄
が
推
す
今
村
与

一
郎
・
丸
山
泰
治
が
当
選
し
、
さ
ら
に
五
月
の
松
川
入
山
林
組
合
議
員
選
挙
で
も

猪
佐
雄
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
松
川
入
山
林
組
合
は
飯
田
・
上
飯
田
・

松
尾
・
鼎
の
四
か
町
村
か
ら
な
る
町
村
組
合
で
あ
り
、
共
有
林
の
管
理
を
行
っ
て

い
た
。
組
合
は
四
か
町
村
か
ら
選
出
さ
れ
る
組
合
会
議
の
も
と
規
約
の
制
定
等
を

行
っ
て
お
り
、
昭
和
七
年
の
組
合
規
約
改
正
の
際
、
議
員
定
数
が
二
十
四
人
か
ら

三
十
人
（
飯
田
町
四
・
上
飯
田
町
四
・
松
尾
村
十
一
・
鼎
村
十
一
）
へ
と
増
員
さ

れ
て
い
た
（
三
〇
）。
こ
れ
に
伴
っ
て
新
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
松
尾
村
で

は
森
本
勝
太
郎
が
長
年
に
わ
た
っ
て
組
合
議
員
（
一
八
八
九
―
一
九
三
二
年
）
を

務
め
て
い
た
。
当
然
州
平
と
し
て
は
「
父
の
志
を
嗣
き
後
継
者
と
し
て
選
出
せ
ら

る
ゝ
」
こ
と
を
思
い
、
選
考
委
員
で
あ
り
な
が
ら
「
適
当
な
る
人
物
な
け
れ
ば
予

は
自
ら
之
に
当
ら
ん
」
と
ま
で
申
し
出
た
。
が
、
他
の
委
員
の
反
応
は
つ
れ
な
い
。

「
君
か
出
る
は
将
来
不
得
策
な
り
」
と
辞
退
を
諭
す
者
も
い
れ
ば
、
よ
り
直
截
に

「
政
治
的
有
力
者
は
猪
佐
雄
を
お
い
て
他
に
な
し
と
云
は
ん
ば
か
り
」
に
州
平
に

勧
告
す
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
山
林
組
合
議
員
の
座
は
猪
佐
雄
に
渡
っ
た
。

憤
懣
や
る
か
た
な
い
州
平
は
「
将
来
決
し
て
村
の
名
誉
職
と
な
ら
さ
る
」
こ
と
を

心
中
固
く
決
意
し
て
し
ま
う
（
五
月
二
十
五
日
条
）。
解
題
の
冒
頭
に
記
し
た
通

り
、
州
平
は
こ
の
時
期
以
降
し
ば
ら
く
村
の
役
職
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。

い
ず
れ
の
経
過
も
松
尾
村
内
に
お
け
る
大
森
本
家
の
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し

て
い
た
よ
う
な
印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
。
こ
の
後
州
平
は
村
会
議
員
（
一
九
三
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七
―
四
一
年
）
と
な
っ
て
再
び
村
の
役
職
者
と
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
猪
佐
雄
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。

【
四
】
政
治

最
後
に
政
治
に
関
す
る
記
述
に
触
れ
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
本
号
所
載
の
日
記

に
は
愛
国
勤
労
党
な
ど
に
関
わ
っ
た
記
述
を
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
州

平
が
政
治
運
動
か
ら
手
を
引
い
て
い
く
時
期
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
国
政
に
対
す
る
書
き
付
け
を
見
つ
つ
、
運
動
か

ら
身
を
退
い
て
い
く
そ
の
理
由
が
何
だ
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

政
治
運
動
か
ら
離
れ
て
い
く
中
で
も
、
政
党
や
議
会
に
対
す
る
州
平
の
幻
滅
は

根
深
い
。
六
月
一
日
か
ら
開
か
れ
た
第
六
十
二
回
帝
国
議
会
で
は
、
政
友
会
か
ら

農
村
負
債
の
支
払
い
猶
予
実
行
と
物
価
騰
貴
を
狙
っ
た
平
価
切
下
げ
が
提
案
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
党
内
外
か
ら
異
論
が
相
次
ぎ
、
議
案
提
出
に
ま
で

は
至
ら
な
か
っ
た
（
三
一
）。
州
平
は
そ
の
経
過
を
「
愚
論
百
出
」、「
其
結
果
を
わ
き
ま
へ

ず
」
と
苦
々
し
く
見
て
い
る
（
六
月
十
日
、
十
四
日
条
）。
帝
国
議
会
だ
け
で
な

く
隣
村
で
も
支
払
い
猶
予
実
行
の
決
議
が
相
次
い
だ
か
ら
（
六
月
二
十
九
日
条
な

ど
）、
州
平
の
失
望
は
深
か
っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
政
治
の
刷
新
を
目
指
し
て
愛
国
勤
労
党
へ
の
関
わ
り
を
深
め
て
い
た
か
と

言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
政
治
運
動
へ
の
関
与
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
座
光
寺
久
男
が
県
へ
出

仕
す
る
た
め
に
下
伊
那
を
離
れ
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
座
光
寺
は
上
飯
田
村
生

ま
れ
の
運
動
家
で
あ
り
、
青
年
層
に
衆
望
の
あ
る
人
物
だ
っ
た
。
愛
国
勤
労
党
南

信
支
部
結
成
に
お
い
て
も
青
年
層
へ
の
働
き
か
け
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
（
三
二
）。
州
平

は
「
座
光
寺
か
去
る
は
下
伊
那
の
青
年
を
し
て
我
々
の
主
張
を
青
年
に
鼓
吹
し
青

年
を
教
養
す
る
に
は
不
便
な
り
」（
六
月
五
日
条
）
と
記
し
て
い
る
。
核
と
な
る

人
物
が
い
な
く
な
り
、
愛
国
勤
労
党
そ
の
も
の
の
活
動
が
下
火
と
な
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

座
光
寺
久
男
の
こ
と
に
加
え
て
、
州
平
自
身
に
も
何
か
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ

う
に
見
え
る
。
六
月
九
日
に
は
「
政
治
家
と
し
て
の
資
格
」
と
し
て
呻
吟
語
か
ら

「
寛
厚
深
沈
、
遠
識
兼
照
、
蔵
〔
造
〕
福
〔
于
〕
無
形
、
消
禍
〔
于
〕
未
然
、
無

智
名
勇
功
、〔
而
〕
天
下
陰
受
其
賜
」（
寛
厚
深
沈
に
し
て
遠
識
兼
ね
照
ら
し
、
福

を
形
無
き
に
造
り
禍
を
未
だ
然
ら
ざ
る
に
消
し
、
智
名
勇
功
無
く
而
し
て
天
下
陰

に
其
賜
を
受
く
）
と
い
う
一
節
を
引
い
て
い
る
（
三
三
）。
呻
吟
語
中
の
、
治
者
を
六
等
に

分
け
た
う
ち
最
上
等
の
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
度
量
と
見
識
を
以

て
臨
む
者
は
ど
こ
か
ら
か
福
を
も
た
ら
し
い
つ
の
間
に
か
禍
を
取
り
去
っ
て
し
ま

う
の
で
、
そ
の
功
績
が
広
ま
る
こ
と
は
な
い
が
皆
が
知
ら
ず
知
ら
ず
そ
の
恩
恵
を

受
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
に
次
ぐ
第
二
等
の
者
は
対
比

的
に
次
の
よ
う
に
続
く
。「
剛
明
任
事
、
慷
慨
敢
言
、
愛
国
如
家
、
憂
時
如
病
、

而
不
免
太
露
鋒
芒
、
得
失
相
半
」（
剛
明
に
し
て
事
に
任
じ
慷
慨
し
て
敢
て
言
い
、

国
を
愛
す
る
こ
と
家
の
如
く
時
を
憂
う
る
こ
と
病
の
如
く
、
而
し
て
太
だ
鋒
芒
を

露
わ
す
を
免
れ
ず
得
失
相
半
す
）。
実
直
で
義
憤
を
口
に
す
る
者
は
国
や
時
世
を

想
っ
て
や
ま
な
い
が
、
他
を
責
め
る
あ
ま
り
失
う
も
の
も
で
き
て
し
ま
う
。
大
雑

把
に
こ
う
解
す
る
と
、
こ
れ
を
引
い
た
き
っ
か
け
は
五
・
一
五
事
件
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
事
件
を
起
こ
し
た
青
年
将
校
に
対
し
て
「
彼
等
が
祖

国
を
守
る
心
事
は
憐
む
へ
き
も
国
を
誤
れ
る
は
惜
む
へ
し
」（
五
月
十
六
日
条
）

と
記
し
た
州
平
は
、
そ
こ
に
呻
吟
語
の
言
葉
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

憂
い
の
あ
ま
り
義
挙
に
至
る
よ
り
自
ら
は
「
寛
厚
深
沈
」
な
ら
ん
、
と
。
六
月
十

三
日
に
再
び
呻
吟
語
を
引
い
た
州
平
は
「
之
を
以
て
人
生
の
玉
条
と
な
さ
ん
」
と

心
に
決
め
て
い
る
。

寛
厚
深
沈
た
ら
ん
と
し
た
州
平
は
、
代
わ
っ
て
現
状
の
刷
新
を
戦
争
に
託
す
こ
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と
に
な
っ
た
。
日
記
の
一
節
を
引
こ
う
（
六
月
二
十
二
日
条
）。

古
往
今
来
歴
史
を
見
る
に
平
和
の
裡
に
は
必
す
乱
世
あ
り
。
明
治
大
正
の
平

和
の
後
に
乱
世
あ
る
は
歴
史
の
証
明
す
る
処
、
今
日
は
乱
世
な
り
。
此
乱
世

の
最
後
は
必
す
戦
争
に
て
片
付
け
る
を
常
道
と
せ
り
。
故
に
今
日
に
於
て
も

最
後
は
戦
争
に
よ
り
て
解
決
し
、
其
解
決
は
極
端
な
る
資
本
主
義
と
な
ら
ん
。

村
の
役
職
や
政
治
運
動
か
ら
も
距
離
を
取
り
つ
つ
あ
っ
た
州
平
は
、
こ
う
し
て

満
州
事
変
を
横
目
に
見
な
が
ら
日
々
の
仕
事
に
邁
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

数
多
く
の
論
点
を
考
え
残
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
稿
を
結
ぼ
う
。

日
記
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

註（
一
）
森
本
州
平
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
須
崎
愼
一
「
史
料
紹
介

森
本
州
平
日

記
抄
」（『
論
集

神
戸
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
三
五
号
、
一
九
八
五
年
）
を

参
照
し
た
。
森
本
州
平
日
記
に
つ
い
て
の
経
緯
は
、
須
崎
愼
一
『
日
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
そ
の
時
代
』（
大
月
書
店
、
一
九
九
八
年
）
の
「
あ
と
が
き
」、
及

び
「
史
料
紹
介

森
本
州
平
日
記
（
一
）」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室

紀
要
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
の
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
し
た
。

（
二
）
『
長
野
県
上
伊
那
郡
誌
』（
上
伊
那
郡
誌
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
）
六
二
一

―
六
二
二
頁
。

（
三
）
「
史
料
紹
介

森
本
州
平
日
記
（
十
）」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀

要
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
一
九
三
二
年
三
月
七
日
条
。
以
後
、「
森

本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
○
号
）
○
年
○
月
○
日
条
と
記
す
。

（
四
）
昭
和
八
年
十
月
末
日
の
長
野
県
下
倉
庫
業
者
一
覧
に
伊
那
委
託
倉
庫
の
名

は
見
え
な
い
（『
農
業
倉
庫
の
栞
』、
長
野
県
農
業
倉
庫
協
会
、
一
九
三
三
年
、

四
〇
―
四
三
頁
）。

（
五
）
「
伊
原
五
郎
兵
衛
」（『
鉄
道
史
人
物
事
典
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一

三
年
）
及
び
伊
那
電
気
鉄
道
株
式
会
社
の
営
業
報
告
書
（
昭
和
六
年
上
半
期

―
昭
和
七
年
上
半
期
、
企
業
史
料
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
閲
覧
）
を
参
照

し
た
。

（
六
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
補
遺
。

（
七
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
一
一
月
一
九
日

条
。

（
八
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
一
八
号
）
一
九
三
〇
年
一
二
月
一
日
。

（
九
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
一
七
号
）
一
九
三
一
年
三
月
一
〇
日
条

で
は
、
州
平
が
伊
原
五
郎
兵
衛
に
会
し
、「
銀
行
重
役
会
の
模
様
と
預
金
漸

減
の
条
況
と
を
報
告
し
、
猶
最
後
の
場
合
と
も
な
ら
ば
各
重
役
に
貸
付
け
た

る
金
を
返
済
を
求
め
、
そ
れ
に
て
支
払
を
な
す
よ
り
外
致
方
な
か
ら
ん
」
と

の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
一
〇
）
株
式
会
社
百
十
七
銀
行
「
昭
和
六
年
上
半
期

第
六
拾
八
期
業
務
報
告

書
」（
企
業
史
料
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
閲
覧
）。
昭
和
六
年
六
月
末
日
時

点
。

（
一
一
）
株
式
会
社
百
十
七
銀
行
「
昭
和
六
年
下
半
期

第
六
拾
九
期
業
務
報
告

書
」
及
び
「
昭
和
七
年
上
半
期

第
七
拾
期
業
務
報
告
書
」。

（
一
二
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
二
号
）
一
九
三
二
年
一
月
一
五
日

条
。

（
一
三
）
株
式
会
社
百
十
七
銀
行
「
昭
和
七
年
下
半
期

第
七
拾
一
期
業
務
報
告

書
」。

（
一
四
）
『
松
尾
村
誌
』（
松
尾
村
誌
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
五
七
五
―
五

七
六
頁
。

（
一
五
）
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
一
九
三
二
年
五
月
一
九
日
。

169



（
一
六
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
二
号
）
一
九
三
二
年
一
月
一
一
日

条
。

（
一
七
）
『
飯
田
ニ
ュ
ー
ス
』
一
九
三
二
年
五
月
三
〇
日
（
飯
田
市
立
図
書
館
所

蔵
）。

（
一
八
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
一
二
月
一
八

日
条
。

（
一
九
）
『
飯
田
ニ
ュ
ー
ス
』
一
九
三
二
年
六
月
六
日
。

（
二
〇
）
長
野
県
で
は
昭
和
五
年
十
一
月
の
信
濃
銀
行
支
払
い
猶
予
の
後
、
金
融

梗
塞
打
開
の
た
め
予
算
外
県
費
か
ら
長
野
県
信
用
組
合
聯
合
会
を
通
じ
て
各

組
合
へ
融
資
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
特
別
融
資
に
は
申
し
込
み
が
殺
到
し
、

申
し
込
み
組
合
数
一
八
一
に
対
し
て
三
一
組
合
に
貸
し
出
さ
れ
る
の
み
だ
っ

た
。「
金
融
の
暗
に
封
鎖
」
と
は
こ
う
し
た
融
資
に
お
け
る
取
り
計
ら
い
を

指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（『
長
野
県
産
業
組
合
史
第
三
篇
』（
長
野
県
農

業
協
同
組
合
中
央
会
、
一
九
五
八
年
）
一
五
三
―
一
六
七
頁
）。

（
二
一
）
『
大
日
本
生
糸
販
売
組
合
聯
合
会
十
年
誌
要
』（
大
日
本
生
糸
販
売
組
合

聯
合
会
、
一
九
三
六
年
）
の
附
録
「
所
属
聯
合
会
、
組
合
別
各
年
生
糸
入
荷

一
覧
表
」、
及
び
前
掲
註
一
四
『
松
尾
村
誌
』
五
七
八
頁
を
参
照
し
た
。

（
二
二
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
〇
号
）
一
九
三
一
年
七
月
六
日
条
。

（
二
三
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
一
二
月
一
三

日
条
。

（
二
四
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
一
二
月
二
日

条
。

（
二
五
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
〇
号
）
一
九
三
二
年
一
月
三
日
条

に
は
選
挙
結
果
を
受
け
て
「
猪
佐
雄
の
策
動
あ
り
、
遂
に
彼
の
名
を
な
さ
し

む
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
二
六
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
俊
江
氏
に
仲
介
し
て
頂
き
、
森
本
信
正
氏

よ
り
ご
教
示
頂
い
た
。

（
二
七
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
一
〇
月
一
日

条
。

（
二
八
）
佐
々
木
政
文
「
一
九
三
一
年
長
野
県
会
議
員
選
挙
の
地
域
社
会
史
的
検

討
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
二
九
）
「
森
本
州
平
日
記
」（『
紀
要
』
第
二
一
号
）
一
九
三
一
年
九
月
二
七
日

条
。

（
三
〇
）
前
掲
註
一
四
『
松
尾
村
誌
』
五
九
二
―
五
九
四
頁
。

（
三
一
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
年
六
月
一
二
日
。

（
三
二
）
佐
々
木
政
文
「
愛
国
勤
労
党
南
信
支
部
組
織
準
備
会
の
活
動
と
反
資
本

主
義
思
想
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
五

年
）
九
七
―
九
八
頁
。

（
三
三
）
註
記
及
び
書
き
下
し
は
公
田
連
太
郎
訳
註
『
呻
吟
語
』（
明
徳
出
版
社
、

一
九
五
五
年
）
九
三
五
頁
に
倣
っ
た
。
呻
吟
語
は
明
末
の
儒
家
呂
坤
の
手
に

な
る
書
物
で
、
日
々
の
生
活
や
社
会
へ
の
苦
悩
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
古
く

は
大
塩
平
八
郎
が
陽
明
学
へ
接
近
す
る
契
機
と
な
っ
た
書
と
し
て
知
ら
れ
、

明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
通
俗
道
徳
の
書
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
と
い
う

（
疋
田
啓
佑
訳
註
『
呻
吟
語
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
の
解
説
よ

り
）。
州
平
は
一
九
三
〇
年
一
二
月
二
日
条
に
呻
吟
語
を
読
ん
だ
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
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